
）３

○

証
券
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
総
理
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）

紙別（

改

正

案

現

行

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

第
四
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
者
（
以
下

第
四
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
適
格
機
関
投
資
家
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

こ
の
条
に
お
い
て
「
適
格
機
関
投
資
家
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は

は
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は

金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条

二

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
（
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
外
国
証
券

第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
の
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
支
店

会
社
」
と
い
う
。
）
の
同
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
支
店

三
～
十
六

（
略
）

三
～
十
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
売
買
価
格
の
決
定
方
法
）

第
八
条
の
二

法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
ニ
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
方

（
新
設
）

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

顧
客
の
提
示
し
た
指
値
が
、
取
引
の
相
手
方
と
な
る
他
の
顧
客
の
提
示
し

た
指
値
と
一
致
す
る
場
合
に
、
当
該
顧
客
の
提
示
し
た
指
値
を
用
い
る
方
法

二

証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

－１－



が
、
同
一
の
銘
柄
に
対
し
自
己
又
は
他
の
証
券
会
社
若
し
く
は
法
第
六
十
五

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証

券
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
複
数
の
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
を
提
示
し

、
当
該
複
数
の
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
に
基
づ
く
価
格
を
用
い
る
方
法

（
複
数
の
証
券
会
社
等
が
恒
常
的
に
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
を
提
示
し

、
か
つ
当
該
売
付
け
及
び
買
付
け
の
気
配
に
基
づ
き
売
買
を
行
う
義
務
を
負

う
も
の
を
除
く
。
）

－２－



総
理
府

○

証
券
会
社
に
関
す
る
総
理
府
令
（
平
成
十
年

令
第
三
十
二
号
）

大
蔵
省

改

正

案

現

行

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法

３

法
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法

第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運

第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運

営
業
務
」
と
い
う
。
）
の
認
可
申
請
書
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

営
業
務
」
と
い
う
。
）
の
認
可
申
請
書
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

六
の
二

気
配
、
売
買
価
格
そ
の
他
の
価
格
情
報
の
公
表
方
法

（
新
設
）

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

十
一

そ
の
他
当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
又
は
取
引
の
公
正
の
確

十
一

そ
の
他
当
該
業
務
に
係
る
取
引
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
に
重
要
な
事

保
に
関
す
る
重
要
な
事
項

項

４

法
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

４

法
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
（
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

運
営
業
務
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
証
券
会
社
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
当
該
証
券
会
社
と
特
別
の
利
害
関

（
新
設
）

係
の
な
い
者
の
評
価
書

－３－



（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
適
当
性
）

（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
適
当
性
）

第
十
条

法
第
二
十
九
条
の
四
第
六
号
及
び
法
第
三
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総

第
十
条

法
第
二
十
九
条
の
四
第
六
号
及
び
法
第
三
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総

理
府
令
で
定
め
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

理
府
令
で
定
め
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

顧
客
と
の
取
引
開
始
基
準
及
び
顧
客
の
管
理
方
法

一

顧
客
管
理
の
方
法

二

（
略
）

二

（
略
）

三

取
引
記
録
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

（
新
設
）

（
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
）

（
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
）

第
三
十
三
条

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
会
社
は
、
次
の
各
号

第
三
十
三
条

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
会
社
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
報
告
書
（
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
報
告
書
に
あ
っ
て
は
、
私
設
取
引

に
掲
げ
る
報
告
書
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
金
融
庁
長
官
等

シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
認
可
を
受
け
た
証
券
会
社
に
限
る
。
）
を
、
当
該
各
号

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

別
紙
様
式
第
六
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営

（
新
設
）

業
務
に
関
す
る
有
価
証
券
売
買
等
状
況
表

毎
月
中
の
も
の
を
翌
月
十
五
日

ま
で

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

（
業
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
等
）

（
業
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
等
）

第
六
十
条

法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
証
券
会
社
が
作
成
し
な
け
れ
ば
な

第
六
十
条

法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
証
券
会
社
（
第
五
号
に
掲
げ
る
も

ら
な
い
書
類
（
以
下
「
法
定
帳
簿
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
第

の
に
つ
い
て
は
特
定
取
引
勘
定
設
置
証
券
会
社
以
外
の
証
券
会
社
、
第
六
号
及

五
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
特
定
取
引
勘
定
設
置
証
券
会
社
以
外
の
証
券

び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
特
定
取
引
勘
定
設
置
証
券
会
社
に
限
る

－４－



会
社
に
限
り
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
特
定
取
引
勘

。
）
が
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
（
以
下
「
法
定
帳
簿
」
と
い
う
。
）

定
設
置
証
券
会
社
に
限
り
、
第
十
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
私
設
取
引

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
認
可
を
受
け
た
証
券
会
社
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
取
引
記
録

（
新
設
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
法
定
帳
簿
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

に
は
、
法
定
帳
簿
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

作
成
せ
ず
、
又
は
そ
の
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

作
成
せ
ず
、
又
は
そ
の
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

当
該
証
券
会
社
が
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
売
買
価
格
の
決

定
方
法
に
よ
り
行
う
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
を
営
む
場
合

当
該
業

務
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

－５－



別紙様式第６号の２（第33条第２号の２関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月中私設取引システム運営業務に関する有価証券売買等状況表

商 号 印

種類別売買状況

当 月 累 計 対取引所比（金額）

株 数 金 額 株 数 金 額 当 月 累 計
株 円 株 円 ％ ％

株 券

うち上 場

うち店 頭 登 録

転 換 社 債 券

うち上 場

うち店 頭 登 録

株券・転換社債券合計

うち上場・店頭登録

そ の 他

うち× × ×

銘柄別売買状況

当 月 累 計 対取引所比（金額）
銘 柄 名

株 数 金 額 株 数 金 額 当 月 累 計
株 円 株 円 ％ ％

担当者 部 課

（記載上の注意）
１ 当月欄には当月中の売買株数及び売買金額を、累計欄には当月を含む過去６月の売買株数及び売

買金額の合計を記載すること。
２ 本表 のその他欄には、株券及び転換社債券以外のものの売買金額の合計及び種類別の内訳を記

載すること。
３ 本表 には、株券及び転換社債券（証券取引所に上場されているもの及び法第75条第１項の規定

により登録を受けたものに限る。）について、銘柄ごとに記載すること。
４．対取引所比（金額）欄には、東京証券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所並びに店頭

売買有価証券市場における売買金額の合計額に対する比率を、小数点以下第２位を切り捨て、小数
点以下第１位まで記載すること。

－６－
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